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一

、 主 文

1原告らの請求をいずれも棄却する。

2訴訟喪用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1、請求．

ユ被告らは,原 に対し,各自， 388万3ユ80円及びこれに対する

平成28年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2被告らは,塵 Dに対し,各自, 60万円及びこれに対する平成28年

9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ．．

， 3被告ら感原告■ 膨こ対し,各自，65万円及びこれに対する平成2β･年

9月28日から支払済みまで年5分の割合による.金員を支払え。

第2事案の概要

’本件は,①被告桑名市の市長が,老人福祉法32条に基づき,原告q D(以

下｢原告■■Mという｡）にづき後見を開始するとの審判を津家庭裁判所四日市

支部に申し立てたこと（以下｢本件申立て」とい.う｡)，②同支部裁判官が，原告

●につき後見開始の審判(以下｢本件審判Jという｡）をしたことが,それぞ

れ違法な公権力の行使であり，これらによって原告らが損害を被ったとして，原

告らが,被告らに対し,国家賠償法1条'項に基づき,原心こつき,各自，

・損害賠償金388万3180円及びこれに対する平成28年.9月28白から,原

M D(以下『原告■■I｣という｡)につき,洛自,損害賠償金60万円及

びこれに対する前同日から,原渕 D(以下『原急という｡)につき，

各自,損害賠償金65万円及びこれに対する前同日から各支払済みまで民法所定

の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2前提事実（争いのない事実，後掲各証拠（書証は，特記のない限り，枝番号を

含む｡）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，証拠関係の記載

のない事実は当事者間に争いがない｡〉
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、

(1) 原告ら

原鋤;昭和●銅●月●日生まれ(本件申立て当畑歳)の女性

である。

原急ま,原姻の●であり，原心は,原畑心ある。

本件審判に至る経緯

ア原細体,平 当時,桑名市内で■砂同居していた。

被告桑名市は0q Dが原告●を虐待しrている言の通報があったこと

から，同月4日，高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律(以下｢高齢者虐待防止法｣とﾙ､う｡）9条2項に基づき,原潮

を今時的に保讃するため,原畑を老人短期入所施設に入所させた(以下

「本件一時保議」という｡)。 ・

イ被告桑名市の市長である伊藤徳宇(以下｢桑名市長』という｡)は,平成

28年9月27日，老人福祉法82条及び民法7条)堪づき，津塚薩我判所

四日市支部に対し;後見人候補者を弁護士である稲田光輝(以下『本件弁護

士jという｡)として,原告について後見を震始するとの審判(家事事件手
続法39条，同法別表第一の1の項）を求める旨の申立てをした（本件申立

て)域桑名市長は，本件申立てを．した際，上記裁判所に対し，医師が作成し

た原懇こ係心月●日付け診断書(以下｢本件診断書｣という｡）及

・び鑑定連絡票（以下『本件連絡票｣.という｡）等を提出した。また，本件弁

護士は,審判前の保全処分により，原告●､財産の管理者に選任された。

． （甲1，弁論の全趣旨）

ウ津家庭裁判所四日市支部裁判官である後藤眞知子.(以下「担当裁判官」と

いう｡）は,平成28年10月7日，本件申立てに対し,原告●について

後見を開始し,本件弁護士を成年後見人に選任する旨の審判をした(本件審

判)。本件審判に当たり，家事事件手続法119条1項本文に定める鑑定及

び同法120条1項に定める成年被後見人となるべき者に対する陳述の聴

(2)5

10

ｂ
９９
０

ａ
０
０

９
０
０
可

６

●
■

●

ろ Q
e

p

回 弓
●◆
●

■

e ･
e●

●

③

15

q

20

露

3

’



取は行われていない。 （甲1，弁論の全趣旨）

(3)本件審判に対する即時抗告及びその後の経過 ：

ア'原⑧は,平成28年10月r.7日付けで,本件審判に対し,名古屋高

等裁判所に即時抗告を申し立てた｡、

これに対し,名古屋高等裁判所はう平成29年1月10日，明らかにその ，
必要がない(家事事件手続法119条1項ただし書）と認められないにもか

かわらず,原畑の精神状況につき鑑定を経ずして後見開始の審判をした

本件審判は,その手続に違法があるところ,原⑭につき,精神上の障害

により事理を弁識ずる能力を欠く常況にあるか否かを判断するためには,そ

． の精神の状況につき鑑定をしなければならないから,第1審裁判所に差し戻

す必要があるなどと判示して，本件審判を取り消し，津家庭裁判所（四日市

支部）に差し戻す旨の決定をLくた。

（以上につき，甲3， 5，弁論の全趣旨）

イ差し戻された上記事件は，津家庭裁判所におし､て審理されることとなり，

同裁判所は,原省■■Dの精神状況について鑑定を行った｡その結果,原告●

●につき,画 D■があり,その程函●【 】
である,②■ D

【 B則 p
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・ た内容の鑑定結果が得られた。 （甲6， 7） ＄

ウ桑名市長は,平徹●咽月●日,本件申立てについて,申立ての趣旨

を｢本人につい⑪を開始するとの審判を求める｡Jと変更する旨の申立

てをしたが,●心組日､本件申立てを取り下げた｡ (甲8, 9）

ユ津家庭裁判所は,平燭弓●月■I日,原細の財産の中から,本件

弁護士に対し報酬を付与する審判をした.. （甲1．1）
琴
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別紙のとおり

争点.

(1)被告桑名市の責任原因

(2)被告国の責任原因

(3)原告らの損害

争点に関する当事者の主張

(1)被告桑名市の責任原因

（原告らの主張）

ア市が行う後見開始の申立ては,公権力を行使する地方公共団体が手続に関

与する，法が*捌な場合にのみ権限行使を認めた例外的なものである℃した

がって,専門的知識を有し,高度な善管注意義務を負う被告桑名市の職員ら

は,家事事件手続法を正しく理解し,手続を特に慎重に進めるべきであった｡.

特に，本件一時保護後は,虐待事案であることの緊急性も薄れていたのであ

・るから，当事者の事情をより実質的に調査し，より細心の注意毒もって事案

処理をすることが必要であった。

それにもかかわらず,被告桑名市は,家事事件手続法を順守することなく，

原告■■Iとの十分な対話｡面談や原鋤鑑定を実施せず,医師の診断書

の内容を厳格にﾁｪｯｸすることなく軽々に盲信し,原轡連携をとつ

直~工、勤ら原告■■を離す,q－二:繰り返し面談を行うなどの策も
’とらず,本件一時保護の手続を慎重に進めることなく奉件申立てに及んだも

のであるから，本件申立ては，上記善管注意蕊務に違反し，国家賠償法上違

法である。
： 、

イ原畑の受傷は,当蹴艮薬していた血圧降下剤の影響によるものであり，

ーの虐待によるものではない｡同受傷は､原鋤曝れたときに，

自傷行為や家具への衝突などでけがが大きくならないように手を押さえ付

けたときにできた.ものであり，その部位からして3虐待ずなわち故意の暴行
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i

によるものと考えることは不自然である｡外傷の性状 が医師やデ

イｻｰピｽに原竃を行かせていたことも踏まえれば,むしろ偶発的に生

じたと考える方が合理的であった。しかるに，被告桑名市は,虐待以外の可

能性を十分に検誠ず, 濾待をしたとの誤った判断をしてjその
後の手続選択をした。この点は,本件申立てに前記善管注意義務違反があっ

たことを推認させる間接事実である。
§･

ウ原咽には経済的虐待を疑わせる外形的事情はなかったにもかかわら

ず,被告桑名市が作成した新規ケース診断会議票(甲18参照）に，経済的

虐待に関する虚偽の記載があった｡また,被告桑名市は,q 】

q D等の書類を,原鋤名義媚用して偽造したもこれらの内容虚

偽の文書や偽造文書に基づいて後見開始を実現しようとした被告桑名市の

意思形成過程には重大な違法があり,この点も本件申立てに誠記善管注意義

務違反があったことを推認させる間接事実である。

（被告桑名市の主張）

γ原皆■側こは,本件一時保護に至るまだ,内出血,あざ,こぶ等が確認さ

れており,ーが原潮に暴力を振るっていることを認めた旨の発言

も確認され, こよる原告●への虐待が強く疑われていた(その頻

度や部位からしても,到底転んだなどの事情で生じようもない傷であった｡)‘

それらの傷は多くが首から上の部分に生じていたものであり，これ以上放置

すれば生命にかかわる重大な事態になる可能性もあると判断した。

イまた,原心が■■ 、と診断されていたことや,デイサー

ピス等から提供を受けた原告■し剛 ＝こ関する報告,原告■■｝の施設

での状態や受け答え等,本件診断書の記載内容から,原告■■Iのq D

潮らかであった｡さらに,本件一時職の結果,前記のような傷

等が確認さ説なくなったことや,原畑の生活環境,－ 'との関係に

加え,本件診断書の記載内容を踏まえ,被告桑名市は,原畑について，

p
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4

1

今鋼 Dと分離を図り,一刻も早く成年後見人を選任した上で,適切な

.、 老人施設，介護施設等への入所等の手続を行い，継続的な居住,利用等を進

め，金銭管理を行うには,成年後見制度の利用が相当であると判断した。し

たがって,本件が,高齢者虐待防止法.9条2項の規定を受けた老入福祉法3

2条の.『その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」に該当すること

ば明らかである。

ウ披告桑名市内部の手続とLても,平勧⑪心海日の桑名市高齢者虐待

防止ﾈヅﾄﾜｰｸ委員会及U●心日の桑名市成年後見制度利用支援事業
審査会において,成年後見申立てが相当と判断されている。

エよってj桑名市長が本件申立てをしたことが国家賠償法上違法であるとは

いえない。なお』被告桑名市には,本件申立ての審理における鑑定の要否に

ついて,それを判断する権利も義務もなく，本件申立ての審理において鑑定．
。 ● 0

が行われなかったことについて何ら,の責任もない。

(鋤被告国の責任原因

（原告らの主張）

ア後見開始の審判は,非訟手続であって対立当事者構造の争訟手続とは異な

るところ，後見開始の審判が国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは，

具体的事情の下において,裁判官に与えられた権限が逸脱されて著しく合理

性を欠くと認めら郡る場合と解すべきである。

イ担当裁判官は,名古屋高等裁判所が即時抗告審の決定において説示すると

おり,本件診断書を精査すれば,原告砂鑑定を明らかに必雲としないも
のではないことを容易に認識し得たし,原告●の陳述を聴き,意忠確認を

‐ ‘するなどして事理弁織能力を正しく判断した上で,鑑定の要否等の判断をす

ることもできた｡また,当事者対立構造でばない本件申立てにおいぞ,原告

●が当事者参加し手続に異議を述べていだのだから,担当裁判官としては，

後見的な立場から慎重な判断をすることが求められていた。
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それにもかかわらずj本件申立てを鵜呑みにし，書面審査のみで本件診断

書の内容を十分精査せず,本人の陳述の聴取も鑑定も実施せず,鋤ﾛ当事者

の申出にも耳を傾けずに『漫然後見開始の審判をした担当裁判官の行為ば

裁判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠き，国家賠償法上違法

である。 、

(被告国の主張）

ア後見開始の審判が国家賠償法1条1項の遮用上違法となるのは,同審判を

担当した裁判官が，違法又は不当な目的をもって審判をしたなど,裁判官が

その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めう． ．

るような特別の事情がある場合に限られると解すべきである。

イ担当裁判官は，被告桑名市の市長から提出された一件記録を精査し，本件

診断書に,原省■■の診断名として【 hと記載され,判
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呵 】断能力判定についての意見として,
｡

■〕等と記載されていたことや，｡■』等と記載されていたことや,

〔
t

r

r
r 同診断書の附票の審理上の参考事項欄

に【 D

q D｣楠に

チェックがされていたこと,本件連絡票の‘『鑑定差するまでもない｣棚にチ

ェックがされていたこと等から，明らかに鑑定の必要がない場合（家事事件

手続法’’9条'項ただし書)及び心身の障害により陳述を聴くことができ

ない場合(家事事件手続法120条1項ただし書)に該当すると判断して本

件審判をした｡担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこ

れを行使したものと認め得るような特別の事情は存在しない。

よって,担当裁判官が本件審判をしたことは国家賠償法上違法であるとは

15

20

いえない。

(3)原告の損害

（原告らの主張）
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ア原鋤こついて

㈱施設利用料,施設内での生活必需品代及び財産管理人報酬

63万31.80円

本件申立て後,財産の管理者に選任された本件弁護士は,原告●こ代

わって被告桑名市が指定した施設と契駒し,原心は,同施設での生活

を余儀なくされた｡違法な本件申立てがなければ,･施設利用料,施設内で

の生活必需品代及び財産管理人報酬を支出する必要はなかったがら,これ

らは,被告らの違法な公権力行使と因果関係のある損害に当たる。

、 (ｲ）慰謝料 300万円

原告●の年齢からすれば,親族らとともに生活し,交流を図る時“

安易かつ無理由に侵害されてはならないところ,原宅は,被告らの違

法な公権力行使により,本来必要のない身柄拘束を受け,余生の楽しみを

一方的に奪われて心細い思いをしたにとどまらず,本件一時保護の施設で

． は,施設職員からずさんな扱いを受け，施設内の他利用者から暴力を振る
名 。

われるなど,原省■■Iの受けた精神的苦痛は,客観的に見ても大きい｡そ

れぽかりか,原告1●は,十分な行為能力を有しながら,本件審判を受け
てしまったため,肉体的にも精神的にも相当不名替な取扱いを受けたこと

になる。かかる精神的苦痛は極めて甚大であり，これを金銭的に評価して

も300万円は下らない。

(御弁護士費用 25万円

岡合計 388万3180．円

イ原潮について
｡ ･ も ｡ ｡

例罵聯糾 50万円

原告■■Iは,原細をq 】被

告らの違法な公権力行使により,原告1■と■ b,原告●
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るかもしれないとの恐れを抱きな力$ら過ごす生活を比較的長期に強いら

れる結果となった｡かかる精群的苦痛は比較的大きく､,これを金銭的に評

．価しても50万円は下らない。

・㈱弁護士費用 10方円

： ㈲合計 60万円

ウ原姻につ》､て

例慰謝料． 50万円

原告■しも,原告⑩同様の事情があることに加え,本件審判がされ

てしまったため,【 似こ代わって手続の窓口とな

り，本件申立て以降は,原告■■しを取り返す活動に私生活の大半を割き，

本件弁護士や桑名市役所との対応に追われ,■と桑名市との間を行き

来することを余儀なくされるなど,私生活の負担が増大するとともに，心

身が相当疲弊するに至った。かかる糖神的苦痛は決して小さくなく，これ

を金銭的に評価しても50万円は下らない。

‘ ．㈱弁護士喪用 15万円

㈲合計 65万円

（被告らの主張）

争う。

第3 当裁判所の判断

’ 1認定事実

前記第2の2の前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実

・ 力糊められる｡原告らは,証人■ Dの証言の信用性に疑義があるかのような
･ 〃

主張をするが，同人の証言の信用性に具体的な疑いをいれる事情ばなく，以下の

認定を覆すに足る証拠もない。

． (1)本件一時保護に至る経緯

ア原畑は,平岨年●月,桑名市北部西地域包括支援ｾﾝﾀｰ(以
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下『北部西包括jという｡）に対し,原皆■■の介護測 、ｳ咽ってき

ているので相談先を作っておきたい旨の電話相談をした｡(乙3,証人■。
2頁）

イ原告●を担当するｹｱﾏﾈｰジｬｰ似下｢担当ｹｱﾏﾈｰジｬｰ｣と

いう｡)は,平励 ,原告e,ら,原㈱:,電話で,■
q Doj旨話していたと聞いた｡そこで,担当ケアﾏ

ﾈｰジｬｰは,■■■に対しては,電諾で,通所介護の利用を勧めるなど

し,原簿こ対しては,電話で,ーに対して通所介護の利用につい
ての声かけをするよう依頼した。担当ケアマネージャーは，北部西包括に対

し,電話で,その旨伝えた｡ （乙3,証入●･2頁）

ウ北部西包括は;平剛、心,担当ｹｱﾏﾈｰ癖-に連絡し,■
●の原畑Iこ対する虐待の疑いがある案件として連携していきたい旨を

、伝えた｡これに対し,担当ｹｱﾏﾈｰジｬｰは,原告●の病状の進行によ

り,【 、の介護負担が増大していることを伝えた｡ (乙3,証g｡

2貢,原告●｡16頁,弁論の全趣旨）

エ原畑は,平咽心月■し日,桑名市内のデｲｻｰビｽ事業所く以

下｢デｲｻｰピｽ』という｡）の利用を開始した｡原畑ま,その頃,デ

イｻｰピｽの従業員に対し,q ここ叩かれる旨話した｡また,同月●
日のデｲ錺一ｽ利用時には,原告⑩両腕から手寶にかけて,あざ力端
見された。 （弁論の全趣旨)・

オ担当ケアﾏﾈｰジｬｰは,平岨心月⑩,北部西包括に対し,写

真等の賓料を提出･し,●冷日に原告Gﾐデｲｻｰビｽを利用した際につ

いての報告をした。その主な内容は以下のと婚りである。

①左まぶたから顔面にかけて内出血痕があつ．た｡上唇にほがさぶたがあっ

たが,原告●は,このかさぶたについて,痛みはないと話しだ。

②右前腕腹内出血痕があった｡原省■■lは,●月●日の病院受診時に,●
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■に腕を掴まれて内出血したものであると話した。

③右脇腹内出血痕があった｡原心は,q ニビ喧嘩して生じたと話

した。

北部西包括は，桑名市中央地域包括支援センター（以下『中央包括」とい

う｡）及び被告桑名市に上記の内容を報告し,被告桑名市は,原君の事
1 ，

．.案を把握した。

（以上につき，乙3，証心･2頁,弁論の全趣旨） ‐

ｶヂｲｻｰピｽの職員は,平畑や月●日,送迎のため原心宅を

6

『 －‐~－1
L 』 とぶ

つきらぽうに言うのを聞いた｡また,同職員は,この時,原告⑩左手首

に内出血痕を確認した。 （弁論の全趣旨）

毒平成●心月●日,ゲｲｻｰビｽで,原告●の右大腿部に腫れが確

認された｡原鋤ま，この時,痛みを訴え,引きずるように歩いていた。

●月■)日,ヂｲｻｰビｽで,原心め左手首のひっかき傷2本,右大腿

部の内側外側及び右すねのあざが確認された.●心月●日,デイサーピ

スで.原告■■Iの右大腿部の裏側と外側,右ひざ内側右ふくらはぎ,右二

の腕,右すね全体に内出血痕が確認された｡●穐月●日,ヂｲｻｰピｽで，

隠咽の左額,左眼下,左まぶた,左頬の内出血痕が確認された｡●月●

●日,ヂｲｻｰごｽで,原告I■の右腕にあざが確認された｡●月●日，

ヂｲｻｰピｽで,原省■■Iの右手首から肘にかけてのあざ力轆認された｡●

月●日，ヂｲｻｰ‘ビスで,原畑の両肩,両眼周辺,右頬,右鎖骨部，

右大腿部外側のあざが確認された｡●鋤●日,デｲｻｰピｽで,原冑●

●の右頬のあざの拡大及び左腰正面のあざが確認された｡●月●眉,デイ

ザーピズで,原矧の額のこぶ,左肩のあざ,左足人差し指の爪の内出血

が確認され,原矧は,ーと喧嘩したと話した｡●細心日,デ
‘イサーピスで,原咽の左眼周辺,左響部のあざ,左眼の腫れ,額のこぶ
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が確認された｡儲G･3頁,弁論の全趣旨)

ク北部西包括は,平岨年●月●日,中央包括に対し,●月⑲にデｲｻ
ｰビｽで撮影された上記のあざ等の写真を提供じた｡同写真からは,左眼周

辺のあざ，額のこぶ及び左轡部の直径7ないし8cmのあざが確認された。

これを受けて，中央包括の職員らは検討協議を行った｡。榔西包括の職員

及び担当ｹｱﾏﾈｰジｬｰは,同日夜,短期入所の利用等により,原告■｝

咽 、の蝿を図るためI原畑宅を訪問し,原告■■吸
に対し,"短獺入所の利用を提案したが，同入らはこれに応じなかった｡.その

後,中央包括の職員らは,警察官2名立会いの下,原繊に立入調査を

した｡同職員ら獄''どの嬬原咽に対じ,分離を勧めたが,原組自

身が強く拒否したため,断念した｡同職員らは;この時,原⑭の両目の

周囲から両頬に広がるあざを確認した。

（以上につき,乙3,証C･sないし5頁,原告■1.2ないし4頁）
ケ北部西包括の職員獄,短期入所の利用等による分離につし《て,原心

同意を得るたあに,平句①心月●日‘電話で"同人に対し,状況を説明

したが,理解は得られなかった｡ （乙3，証心．5, ,6頁,原告■■}..
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3， 4頁）

ｺヂｲｻｰピｽの職員は,平礪簿月⑥のデｲｻｰピｽ時に,原告●

●に対し,短期入所の利用を勧めたところ,原習●ほこれを拒否しなかっ
た｡そこで,北部西包括の職員ら強,ヂｲｻｰ筐ｽに駆けつけ,原急を

適れて老人鞠入所施譲に向かった(本件一時保磯)。

北部西包括及び中央包括の職員らは,同日,原告■■｝の自宅を訪問し,:本

件一時保護の状況について説明しようとした。しかし,q ■は， 「報告

は聞いています｡勝手にじてください。これ以上は入ってきたら不法侵入で．

訴えますよ。あなたたちのしたことは訴えますから｡』などと言って，説明

を聞こう,としなかった。 ．

． 13

20

26



（以上につき，乙3，証心･6頁）

本件一時保護後，本件申立てに至る経緯

ア獅心心心日午後6時30分から午後8時までの間,桑名市役所に

おいて,医師,饗察官,弁溌士,着護師,介護麦援専門員,三重県職員及び

大学教授等で構成される桑名市高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会が開催

された｡同委員会においては,●も心日かを●月●日にかけての原告の

状況及び原渇や■=，とのやり取りについての経過報告がされ,それ

を踏まえて,原省■■Iのあざ等の状況や,暴行の原因,緊急性の有無や分離

の可否等についての検討がされた｡その結果,本件は緊急性のある虐待案件

であり，原潮E Dを分離するのが妥当であるなどと判断された。

その後，北部西包括,桑名市地域介護課及び中央包括の職員らは，同委員会

の協議を踏まえて,ｹｰｽ会議を行った｡ (乙I， 3，証G｡6,7頁，

弁論の全趣旨) 、

イ平 ●日,桑名市成年後見制度利用支援事業審査会が開催さ胸

た｡同審査会においては,原告■■側こつき,対応に急を要する虐待事案であ

ることを前提として,状況によっては市長申立てによる成年後見人選任が必
井

要であり， ．申立ての手続を進めると．と,･･申立ての際の親族同意については，

原告●や原秒同意が得られないため,できる限り,原告■Iの親戚

の誰かの同意を得る方向で進めるこど,原告■■Iの夫や親族等の中から,被

告桑名市と同じ方針で支援してくれる人を探し,その装うな人が見つかれば，

事情によっては市長申立てをしないことも見込垂れることなどが検討,判断

された‘ （乙・2， 3，証G'7, 8頁）

ウ中央包括の職員は,平咽浦月●日,原告■刀兄及びその妻と面談

し,経緯を説明した｡この時,原竃の兄は,●屯月●日に,原告●
砂馴ら, 源沿の髪を引っ張って蹴り倒したということを聞き，

叱ったこと,原告■し と=緒に生活させるわけにはい

(2)
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ロ

I

I

I
かないこと等を述べた｡ (甲1イ．78， 79枚目,乙3,証心･8頁,

弁論の全趣旨〉

エ北部西包括及び中央包括の職員らは,平峨心●日,桑名市役所

において,原鋤び原碧■■､と面談を行った｡原告のは;鰄入所
.には同意できない,原畑のあざについては,色々動いて転んだりぷつげ

たりすることで発生したものであり,q 囲原急こ手を出しだこと

はないと述べた｡被告桑名市は, こ対し, 状態について

5

により■，－－悪1は、

■自身の状態を第三者と一緒に評価するとよいのではないかと提案した
『

仇」と回答した6また，原1叩

心は,原袋●宅も原心､最終的な戻り場所の選択肢の一つである

旨述べた。 （乙8，弁論の全趣旨）

オ原怨な,平岨心●日j桑名市内のグﾙｰプﾎｰﾑに入居を
開始した｡安全確保の観点から,原告色には,原告砂所在は伝えら
れなかった。

中央包括の職員らは,同日,原告■}の兄宅を訪れたが,原告■ｳの兄は，

原告●こは夫や娘がいるのに自分が契約書を書くのは鐺かしいと思うと
言い,協期入所の契約書への記入はしなかった｡原急の兄は,●月■り

日,縦告桑名市に電話し,原心創ら;短期入所への同意をしだはいけな

い，役所のお世話にはならないなどと言われた旨伝えた。

（以上につき，乙3， .弁論の全趣旨） ・

力北部西包括及び中央包括の職員らは,平剛■禰月⑲,前記グルー

プﾎｰﾑにおいて,原句の生活状況の聞き取りを行ったところ,原告●

●は,･q ], 【 】こと,■
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ることが伝えられた。 （乙3，証旧・8， 9頁）
● ｡ Q

キ中央包括の職員らは,平畑心■し日●時頃,原告●宅にお

いて,原告■■lの夫及び原告●と面談した｡その際,中央包括の職員らは，

今後何芯しない状態で自宅へ戻る方向性を考えていくのは難しいごと,介護

の哉一ビスの契約をできる権限を持つ人として後見人を就け,きちんと介護

サービスを利用して原告■lの安全を確認できる状態を確保したいと考え

ていること等を伝え，成年後見制度等について説明を行った｡､これに対し，

"原省■､の夫は,成年後見申立てに係る親族同意書に屠名したが,原咽

は,原告めこ何も言っていないので書くことはできないどいう態度で,署

名雀しなかったふさらに,原心は,同日夜,中央包括に対し,電話で，

原畑の夫が記載した前記同意書を白紙にしたいなどと述べた｡中央包括

の職員が原告I■の夫に確認したところ,原鋤夫はjよくわからない

ので原細に聞いてほしい旨の回答をした｡ (乙3,細●｡9, 10
頁,原潮｡9， ’0頁）

ク原割■は,平刷一月1■日，中央包括に対し,電話で,原告●

が前記同意譜を取りに行く旨の連絡をした｡原潮ま,その後,中央包括

まで前記同意書を回収しに来た｡また,原佃の兄も,被告桑名市に電話

をし,原巻勤ら，この件について関わってくれるなと言われた,成年後

見のみでなくすべての同意を取り消したいなどと述べた｡これに対し，中央

包括の職員は,同意をするか否かは原告1■の兄自身が決めるものであるし，

後見人が就くことで介護ｻｰｽの契約が確保され原咽の安全が確保

できる旨説明したが,原湖の兄は,原告■■lの安全のためには被告桑名

市がやっているように保護しておいてもらう方がいいと思うが,原潮ら

家族がそう言っ.ている以上は同意を取り消すしか仕方がない等と答えた。

（乙3，証人｡．’’頁,弁論の全趣罰‘
ケ被告桑名市は,平咽勾●月●日,●月■し日に診断書の作成を依頼
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していた医師から本件診断書を受領じ，桑名市長は，同月27日，本件申立

xをした｡ (甲1，乙3,証人D･’0頁） §

(3)本件診断書及び本件連絡票の記載内容（甲1イ）

ア本件診断書にば,原心力■ 壷ある旨,判断能力判定
ノ

⑪
■
し4

』

.についての意見について，

●拒当)として』 ｢現在，

6

q■■■■■■■■ 】

【 D"■■■ 、｡」旨,判定の

根拠として,【 Z点数心擦であり,一状が悪化し●

q ■旨等が記戦されていた。

本件診断書と共に医師から提出された診断書附票には，原告●，回復可

能性が極めて低い言,⑲■その他■類型に該当することが明ら
かである旨，審理上の参考事項として，身上監護の法律行為（病院施設と

の契約等)及び財産管理について,1 】

10

、
‐
４
旨等が記戦されていた。1

イ本件連絡票には，本入の症状がほぼ固定しており，鑑定を行っても診断書

記載の判断能力特定に影響がないとして,診断書記載の判断能力特定のため

・に鑑定をするまでもない旨等が記載されていた。

2被告桑名市の責任原因（争点伽

．(1)国家賠償法1条1項はj国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員

が個別の国民に対して負織る恋務上の法的義務に違背して当該国民に損害

を加えたときに,国又は地方公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定

するものである（最高裁判所昭和60年11月21日第一小法廷判決‘民集3

9巻7号1512貢参照)ところ,たとえ当該公務員の行為に,国民の権利な

いし利益を害するところがあったとしても｡そのことから直ちに国家賠償法1

条'項にいう違法があったとの評価を受ける魁のでは拳く.,当該公務員が職務

上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく･漫然と当該行為をしたと認め得

16
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るような事情がある場合に限り，違法の評価を受けるものと角射るのが相当で

．ある（最高裁判所平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号286

3頁,最高裁判所平成11年1月21日第一小法廷判決｡集民191号127
頁参照)。

そして,本件申立ては,高鐵渚曾待防止法9条2項及び老人福祉法32条に
基づいてされたものであるところ,この申立てが検討猟るのは,養織によ

る虐待により,当該對象者の生命又は身体に重大な危険が生じている｢おそれ」

．がある場合であり （為齢者虐待防止法9条2項)，わが国において，高齢者に

対する虐待が深刻な状況にあり，高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する
： 、

虐待壷防止することが極めて重要であること等に鑑み,高齢者虐待の防止,義

護者に対する支援等に関する施策を促懲,もって高齢着の権利系j益の蝿に

資することを目的とする同法の趣旨（同法1条）も踏まえれば，当該対象者を

保護するために迅速な判断が要求されているものといえる｡これに加えて，老

人福祉法32条が， 「その福祉を図るため特に必要がある､｣場合と抽象的な要

件を定めていることも踏まえれば,市区町村長による上記各条文の要件該当性

の判断については,その合理的な裁量に委ねられるというべきであり,その判

断が著しく不合理であって,裁量を逸脱又は濫用していると認められる場合に

限って,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をし

たものとして，国家賠償法上違法になると解するのが相当である。

(2)アところで,桑名市長ば,原告⑲｢福祉を図るため特に必要がある｣(老

人福祉法32条）どの判断をした上で本件申立てをしたところ，その前提と

して,被告桑名市は,原告●こ｢養護者による高齢者虐待により生命又は

身体に重大な危険が生‘じているおそれがあると認められる」 （高齢者虐待防

． ､止法9条2項）と判断し，本件一時保謹をしている。この点について，原告

らは,被告桑名市がした高齢者虐待の認定や本件-時保護それ自体が違法で

あるとの主張はしないとするものの,被告桑名市がそのような高齢老虐待の
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認定をしてその後め手続選択を行yったことは,本件申立ての手続を慎重に進

めるべき注意義務違反があったことを推認させる旨の主張詮するから,:まず，

この点について検討する。

イ認定事実(1)エないしクのとおり，被告桑名市.(北部西包括ないし中央包括

を含む。以下同じ｡）は,本件一時保謹に至るまで，相当回数にわたり，原

急の身体の多数箇所に内出血痕や腫荊,ひ応っかき傷,あざ,こぶ等の多

、様な外傷が生じていたことを把握していた｡また,被告桑名市は,認定事実

（')ｱないしｷのとおり,q ■こよる原畑の介護がうまくいっていな

いことや,耀緯はどうであれ｡【 p源告■こ対じ有形力を行使して

いることをうかがわせる事実を把握していた。 ・

これらの事情からずると,被告桑名市としては,遅くとも原姻と●

■の分離を検討した平働心編月●日の時点(認定事実(1)ｸ)で,原告

酢ついて,養護者である■囹彦による嵩齢者虐待(高齢者虐待防止法
2条4項1号イ）があった可能性が相当程度高いと認識するのは当然のこと

であって,原省■■Dの生命又は身体には重大な危険が生じているおそれ(高
・ ・ ,

齢者虐待防止法･9条2項)があると判断したのは合理的なものであるといえ

,： る。 、

．そうすると,.被告桑名市が本件一時保議をし,その後の手続選択に進んだ

; ‐ことは不合理であったとはいえず，これをもって，原告ら力漣張するような
･J

･』：善管注意義務違反を推認することはできない。 ．

ウ原告らは,原告■Iのあざ等ば血圧降下剤の影響によるものであり,同隻

傷は原轡§暴れたときI■ bｳ源細を押さえ付けたときにで
､' きたものであって,虐待すなわち誰意の暴行によるものと考えるのは不自然

、 であるし,偶発的に生じたと考える方が合理的であるにもかかわらず,被告

::鳥桑名市が虐待以外の可能性を十分に検討せず■ 膨源管■■}を虐待し
：． ． ．

:’ ．、たとの誤った判断をしたと主張する｡
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、

この点,原心は,当時,血圧降下剤であるプラピックス錠を服薬して

いたことがうかがわれるが（甲20>,.それにより頻繁に内出血等が生じる

ものであるかについてば,原告指摘の証拠（甲26）等を踏まえても，必ず

しも明らかではない｡また,原告らが主張する原告⑩外傷の性状等から

も，それらが偶発鋤こ生じたものとは認められない｡そうすると,前記のと．

齢り,平成■心月●日の時点で被告桑名市が把握していた事実に照らし，

しかも,前記のとおり，高齢者保護のため迅速な判断を要する場面であった

ことも踏まえｵ1,ぱ,被告桑名市の検討が不十分であったとはいえないし,原

告らが主張するその他の事情を考慮しても,被告桑名市による高齢者虐待が

あったとの判断に誤りがあったとはいえず，原告らの主張は採用できない｡

(3)ア次に,被告桑名市が,原告●こ〔養護者による高齢者虐待により生命又
は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるj (高齢者虐待

防止法9条2項)と判断して本件一時保護をした後,原告⑩聴祉を図

るため特に必要がある』 （老人福祉法3'2条）と判断して，桑名市長が本件

申立て･に至るまでの過程について検討する。

イまず,前記のとおり,被告桑名市が,ーによる原畑こ対する高

齢者虐待があった可能性が相当程度高いと認識し,原軸生命又は身体

に重大な危険が生じているおそれがあると判断したことが合理的であるこ

とに照らせば,被告桑名市は,本件申立て当時,原告●の権利保護のため》

原心一と離れ,老人施説介護施設等と契約し,それらを居住
のために利用せざるを得ないと考える切迫した状況にあったといえる｡そし

て,･認定事実②力, (3)ｱ,イによれば,原宙■)は,本件一時保護中,医師

によって,側 】が鰯上し畑 ,■－－が見

られ,0 D状態である,酬 】,●

■ 】③身上監護の法律行為及び財産管理にわいて"●
【 D等･と判断
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＝ｰ

されていたこと･が認められ,これによれば,原告●の意思能力が欠けてい

ることが一定程度推認される状況にあづたといえることからすると,上記の

,契約等のためには,適切な養護者が必要であった｡“ ．

そこで,原急の適切な養護者の有無について見るに,前記御のとおり

■ 週ついては,原告●こ対する虐待をしていた可能桂W湘当程度高

いと認識されるのが当然といえる状況にあったのであるし,認定事実(1)ケ，

(2)ｪ,オ,キ及びｸなどからｵれぽ,原心もj本件一時保護等の被告桑

名市の措置に協加であったとはいえず,■の上記あよ”法況はも
かかわら哉’むし匿Wこ同調するかのような態度を示し七いたことか

らすると,両者とも適切な養護者になり得るとはいえなか硴向そlﾉて,認
● ジ

定事実②ｵ,キ及びｸなどからしても,そのほかに,原綱繩適切な養
護者候補がいたとは認められない。 : ;! :

｡ 』■ U o ：，

そうすると;被告桑名市としては,原畑について》適切職謹者を確
・ ,； ‘ ・

保する必要があり,親族以外の成年後見人を遇遼に選任する必要蠅言だも
. h 0 。 『 ｡ 、

のと認められる。 ： 入． ． ．申 ｡ ＄． 、、■ 2 ．
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オ原告らは,そのほか,本件一時保護後は盧待事案であることの緊急性が薄

れてきたから,被告桑名市が，より実質的に調査し,細心の注意をもって事

案を処鰯-石必要があったにもかかわらず,原細の面談や鑑定を実施せ

ず,本件診断書を厳格にﾁｪｯｸすることなく妄信し,原告■)と連撹を取

ったり,原告⑩面談を行うなどの策を取らず,本件一時保護の手続を慎

重に進めることなく本件申立てに及んだから,善管注意義務に違反する旨主

張する。しかし,本件一時保護後も,迅速な養護者の確保が必要であったこ

とは,前記イのとおりであり，緊急性溌薄れたとはおよそいうことができな

い｡そして,そのような状況下においては,本件診断書には,特に疑うべき

事情も見当たらない以上,被告柔毛市がそれを信じて手続を進めることはや

むを得ないものといえるし,この段階で,原纏面談を行ったり,原告

●と連携を取らなかったとしてもやむを得ないものといえる｡以土によれ

。 ぼ,被告桑名市が慎重に手続を進めることなく本件申立てに及んだとはいえ

ないから,善管注意義務違反に関する原告らの主張はその前提を欠くとい.う

ことができる。

性}原告らは,原心に経済的虐待を疑わせる事情はなかったにもかかわらず，

被告桑名市作成の新規ケース診断会議票（甲］8）には経済的虐待についての

虚偽の記載があっ胸被告桑名市が, 【 爵の書類を，

原潮の名義を管用して偽造したなどとして,それらの善情が本件申立ての

違法性を推認させる旨主張する｡しかし,前記原告■■の虐待及び判断能力に
係る事実関係下では，これらの事楕は以上の認定を左右する.ものではなく，本

件申立ての違法性を推認させるものでもない（とりわげ上記経済的虐待の記載

の点について,原告らは本件力塙齢者虐待防止法27条に骸当しないかのよう

な主張をするが,本件ではそもそも同条が適用されたものとは認められない｡)。

(5) したがって,桑名市長が本件申立てをしたことが国家賠償法上違法であると

は認められない。
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被告国の責任原因〈争点卿）

('〉裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正され

るべき暇疵が存在したとしても，それによって当然に国家賠償法1条1項の規

・定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるお

けではなく，その責任が肯定されるためには，当該裁判官が違法又は不当な目

・的をもって裁判を･したなど,裁判官がその付与さｵ1，だ権限の趣旨に明らかに背

いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とす

ると解するのが相当である（最高裁判所昭和57年3月12日第二小法廷判

決･民集36巻3号3.2.9頁)ところ，この理は後見開始の審判に関しても異

3

6

1

ならない． ｡

(2)認定事実(3)によれば,担当裁判官は,原告●Nこつき,桑名市長から提出さ

れた本件診断書や本件連絡票を含む一件記録を検討して,本件診断書及び診断

恥

、q書附票の記載内容
の

旨,1■■類型に骸型に該当 ，及x)qすることが明らかである旨

D旨の医師の意見の記載等)や本件連
r

L

絡票の記載内容(鑑定を行っても診断書記載の判断能力特定に影響がない旨の

記載等)を総合考慮し，明らかに鑑定の必要力；ない．(家事事件手続法119条

1項ただし書)し,心身の障害によりその者の陳述を聴くことができない(家

事事件手続法120条1項ただし割と判断した上で,本件審判をしたと認め

られる。

このような判断過程に照らせば,担当裁判官が違法又は不当な目的をもって

本件審判を･したなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に背いてこれを行使

したもめと認めうるよう.な特別の事情があるとは認められないし,そのほかに，

かかる特別の事情があったことをうかがわせるような事情も見当たらない。

原告らは,本件診断書を精査する，本人の意思確認を行う》毒加当事者の申

出を聞き入れるなどすれぽ，原轡こつし《て明らかに鑑定の必要がない場合

妬
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1

に該当.しないことは容易に認識し得た旨主張するほか,綾々主張するが，いず

れも担当裁判官が違法又は不当な目的をもって本件審判をしたなど,裁判官が

その付与された権限の趣旨に背いてこれを行使したものとうかがわせる事情

とはいえず，上記認定を左右しない。

(3) よって,担当裁判官が本件審判をしたことが国家賠償法上違法であるとはい

えないb

4まとめ

以上の次第であるから，その余の争点について判断するまでもなく，原告らの

請求にはいずれも理由がない(なお,原告らは,本件審判が名古屋高等裁判所に

おいて取り消されたことから,本件申立て又は本件審判のいずれかをしたととが

国家賠償法上違法となるはずである旨主張するようであるが,本件審判に取り消

されるべき手続違背があったとしても,それにより直ちに本件申立て及び本件審

判に国家賠償法上の違法が生じるものではない｡)。
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第4 結論

よって,原告らの請求をいずれも棄却することどして,主文のとおり判決する。16
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【高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止

法） 】 ．

（目的） ．
。q

第1条
1 ， I

この法律は,高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり，高齢者の尊厳の保持に

とって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にか〃が

み,高齢者虐待の防止等に関する国等の責務,高齢者虐待を受けた高齢者に蓋す

る保護めための措置,蕊識者の負担の軽減を図ること等の義護者に対する養護者

による高齢者虐待の防止に蜜する支援（以下｢養護着に対する支援」という。）

のための措置等を定めることにより，高齢者虐待の防止,養護者に対する支援等

に関する施策を促進し,もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とす

る。 ．

（定義等)・

第2条

1項この法律において「高齢者」とは,， 65歳以上の者をいう。

2項この法律において｢養護者｣とは,高齢者を現(畷護する者であって養介護

施設従事者等(第5項第1号の施設の業務に従事ずる者及び同項第2号の事業

において業務に従事する者をいう。以下同じ。 ）以外のものをいう。

『3項この法律において「高齢者虐待」とは,義護者による高齢者虐待及び義介護

，施設従事者等による高齢者虐待をいう。 ・

4!項この法律において畷識者による高齢者虐待」とは,次のいずれかに該当す

る行為をいう。

1号養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為‘

イ高齢者の身体に外傷が生じj叉は生･じるおそれのある暴行を加えること。

ロ高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置,養謹者以外の同
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居人によるイ,ハ又は二に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠

ること。

へ高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著

しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

二高齢者にわいせつな行為をサること又は高齢者をしてわいせつな行為を

させること。

2号養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその
．、

他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

（通報等を受けた場合の措置）

第9条

2項市町村又は市町村長は,第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は

・ 前項に規定する届出があった場合には,当該通報又は届出に係る高齢者に対す

る養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう，蕊護

者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが

あると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第20条

の3に規定する老人短期入所施設等に入所させる等,適切に,同法第10条の

4第1項若しくは第11条第1項の規定による措置を講じ，又は,適切に,同

法第32条の規定により審判の請求をするものとする。

側産上の不当取引による被害の防止等）

第27条

1項市町村は,養謹者，高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に

財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下.『財産上の不当取引｣とい

，う｡）による高齢者の被害について，相談に応じ，若しくは消費生活に関する

業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し,又は高齢者虐待対応協力者に，

財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の

‘実施を委託するものとする。
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2項市町村長は；財産上の不当取引の被害を受け,又は受けるおそれのある高齢
．、

者について,適切に，老人福祉法第32条の規定に剛･審判の請求をするもの

とする。

【老人福祉法1，．

(審判の請求） ・

第32条

市町村長は’ 65歳以上の者につき，その福祉を図るため特に必要があると認

・めるときは，民法第7条,第11条，第13条第2項，第15条第1項，第17

条第1項,第876条の4第1項又は第87．6条の9第ユ項に規定する審判の請

求巻することができる。

【家事事件手続法】 ・

（審判事項〉

第39条． ・

家庭裁判所は，この編に定めるところにより；別表第一及び別表第二に掲げる

事項並びに同編に定める事項について,審判をする。

（精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取）

第119条

1項家庭裁判所は,成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなけ

れば,後見開始の審判をすること溌できない｡ただし,明らかにその必要がな
90

いと認めるときは，どの限りでない。 ′

(陳述及び意見の聴取）

第120条

1項家庭裁判所は,次の各号に掲げる審判をする場合には，当該各号に定める者

（第1号から第3号までにあっては,申立人を除く。）の陳述を聴かなければ

ならない。ただし，成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については，

‘ その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは,この限

・ 28 ．
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l号後見開始の審判成年

別表第一

1後見開始民法第7条

成年被
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